
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するよくあるご質問 

 

給付対象者について 

給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日閣議決定）で

は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した

方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対

して、１世帯あたり 10 万円を支給するものです。 

 

給付金はどのような世帯に支給されますか。 

給付対象は、基準日（令和 3 年 12 月 10 日）において、住民基本台帳に記録されて

いる方で、以下の①又は②のいずれかに該当する世帯です。 

①世帯全員の令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯（住民税が課税さ

れている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く） 

②①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と

同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯） 

 

家計急変世帯の給付は、どのような支給要件ですか。 

令和３年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次

の①及び②の要件を満たす世帯です。 

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと 

② 令和 3 年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込

額（令和３年１月以降の任意の１か月収入×12 倍）が市町村民税均等割非課税

（相当）水準以下であること（非課税相当額の水準は下表参照） 



（表）生活保護級地区分１級地（東京都区部等）の給与所得者の例 

 

（注１）非課税相当水準であるかは世帯員全員それぞれ判定します。 

（注２）非課税相当限度額は、市区町村ごとに異なりますので、適用される限度額は、

お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。 

 

障害者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合の非課税収入限度額は 204.4 万

円未満とされていますが、級地区分や扶養親族の人数によって、家計急変の

基準は変わりますか。 

 家計急変の申請者・世帯員が障害者等の場合、給与収入が２０４．４万円未満（所

得が１３５万円以下）であれば級地区分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・

世帯員は非課税として取り扱われます。 

なお、給与収入が２０４．４万円（所得が１３５万円）を超える場合は、級地別の扶養

親族等の人数に応じた金額（前問の表を参照）により非課税か否かを判定することと

なります。 

 

生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。 

 生活保護世帯も支給対象となります。 

 なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されま

せん。 

 



外国人は給付対象者ですか。 

 基準日（令和３年 12 月 10 日）において、住民基本台帳に記録されている外国人

は、給付対象者となります。 

 

申請・受給について 

給付金を受け取るのは、誰になりますか。 

 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。 

 

給付金の受給にはどのような手続が必要ですか。どこに行けば申請ができま

すか。 

（１）令和３年度住民税非課税世帯 

（世帯の全ての方が、令和３年１月１日以前から現住所にお住いの場合） 

対象となる世帯には、お住まいの市区町村から、給付内容や確認事項が書かれ

た確認書が郵送されます。内容を確認して、市区町村に返送してください。 

 （世帯の中に、令和３年１月２日以降に転入した方がいる場合） 

給付金を受け取るための手続きは、お住まいの市区町村により異なります。基

準日（令和３年 12 月 10 日）時点で住民登録のある市区町村にご確認ください。 

（２）家計急変世帯 

  お住まいの市区町村に申請書を提出する必要があります。 

 

申請書以外に準備すべき書類はありますか。 



 家計急変世帯として申請する場合には、収入額が確認できる書類（給与明細等）の

ほか、本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等の写し）、振込先口座の確

認書類（金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、イン

ターネットバンキングの画面の写し）が必要です。必要となる書類は、申請区分により

異なりますので、申請書をご確認ください。 

 

いつから確認書は送付や申請書の受付が開始されますか。 

 それぞれの市区町村において設定されるため、お住まいの市区町村にお問い合わ

せください。 

 

家計急変世帯分の申請はいつまで受け付けてくれますか。 

 申請期限は、令和４年９月 30 日です。 

 

世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができな

い場合は、どのようにしたらよいですか。 

 本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能

です。 

 申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受

給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方によ

る代理申請が認められます。 

 代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。 

 

給付金はどのように受け取るのですか。 

 原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。 
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